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整備項目 整備基準 より望ましい基準

（キ）傾斜路は、その踊場及び当該傾斜
路に接する敷地内の通路との色の明
度、色相又は彩度の差の大きい色と
すること等によりこれらと識別しや
すいものとすること。

は両側に手すりを設けること。
（キ）傾斜路は、その踊場及び当該傾斜
路に接する敷地内の通路との色の明
度、色相又は彩度の差の大きい色と
すること等によりこれらと識別しや
すいものとすること。
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特殊な構造又は使用形態のエレベーター及び
エスカレーターの構造方法を定める件

平成12年5月31日
建設省告示第1413号

改正　平成14年 5月31日　　国土交通省告示第 478号
同　21年 8月 4日　　同　　　　　　第 859号
同　22年12月22日　　同　　　　　　第1524号
同　24年 6月 7日　　同　　　　　　第 678号
同　25年10月29日　　同　　　　　　第1053号
同　27年12月28日　　同　　　　　　第1274号
同　28年 4月25日　　同　　　　　　第 707号

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２９条の３第２項第１号及び第２号の規
定に基づき、特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を
次のように定める。

特殊な構造又は使用形態のエレベーター及びエスカレーターの構造方法を定める件
第１　建築基準法施行令（以下「令」という。）第１２９条の３第２項第１号に掲げる規定を適用しない

特殊な構造又は使用形態のエレベーターは、次の各号に掲げるエレベーターの種類に応じ、そ
れぞれ当該各号に定める構造方法を用いるものとする。ただし、第７号から第１０号までに掲げ
るエレベーターにあっては第１号から第６号までの規定、非常用エレベーターにあっては第１
号、第２号及び第４号から第１０号までの規定は、それぞれ適用しない。

（１〜８略）

９　車いすに座ったまま使用するエレベーターで、かごの定格速度が１５メートル以下で、かつ、
その床面積が２.２５平方メートル以下のものであって、昇降行程が４メートル以下のもの又
は階段及び傾斜路に沿って昇降するもの　令第１２９条の７第５号の規定によるほか、次に
定める構造とすること。
イ　かごは、次に定める構造とすること。ただし、昇降行程が１メートル以下のエレベー

ターで手すりを設けたものにあっては、この限りでない。
⑴　次に掲げるエレベーターの種類に応じ、それぞれ次に定めるものとすること。

（ⅰ）　 かごの昇降の操作をかご内の人が行うことができない１人乗りのエレベー
ター　出入口の部分を除き、高さ６５センチメートル以上の丈夫な壁又は囲
いを設けていること。ただし、昇降路の側壁その他のものに挟まれるおそれ
のない部分に面するかごの部分で、かごの床から７センチメートル（出入口
の幅が８０センチメートル以下の場合にあっては、６センチメートル）以上
の立ち上がりを設け、かつ、高さ６５センチメートル以上の丈夫な手すりを
設けた部分にあっては、この限りでない。

（ⅱ）　（ⅰ） 以外のエレベーター　出入口の部分を除き、高さ１メートル以上の丈夫
な壁又は囲いを設けていること。ただし、昇降路の側壁その他のものに挟ま
れるおそれのない部分に面するかごの部分で、かごの床から高さ１５センチ
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メートル以上の立ち上がりを設け、かつ、高さ１メートル以上の丈夫な手す
りを設けた部分にあっては、この限りでない。

⑵　出入口には、戸又は可動式の手すりを設けること。
⑶　用途、積載量（キログラムで表した重量とする。）及び最大定員（積載荷重を平

成１２年建設省告示第１４１５号第５号に定める数値とし、重力加速度を９.８メート
ル毎秒毎秒とし、１人当たりの体重を６５キログラム、車いすの重さを１１０キログ
ラムとして計算した定員をいう。）並びに１人乗りのエレベーターにあっては車
いすに座ったまま使用する１人乗りのものであることを明示した標識をかご内の
見やすい場所に掲示すること。

ロ　昇降路は、次に定める構造とすること。
⑴　高さ１.８メートル以上の丈夫な壁又は囲い及び出入口の戸又は可動式の手すりを

設けること。ただし、かごの底と当該壁若しくは囲い又は床との間に人又は物が
挟まれるおそれがある場合において、かごの下にスカートガードその他これに類
するものを設けるか、又は強く挟まれた場合にかごの昇降を停止する装置を設け
た場合にあっては、この限りでない。

⑵　出入口の床先とかごの床先との水平距離は、４センチメートル以下とすること。
⑶　釣合おもりを設ける場合にあっては、人又は物が釣合おもりに触れないよう壁又

は囲いを設けること。
⑷　かご内の人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突しないものとすること。

ハ　制御器は、昇降行程が１.０メートルを超えるものにあっては、かご及び昇降路のすべ
ての戸又は可動式の手すりが閉じていなければかごを昇降させることができないもの
とすること。

ニ　次に掲げる安全装置を設けること。
⑴　かごが折りたたみ式のもので動力を使用してかごを開閉するものにあっては、次

に掲げる装置
（ⅰ）　 鍵を用いなければかごの開閉ができない装置
（ⅱ）　開閉中のかごに人又は物が挟まれた場合にかごの開閉を制止する装置
（ⅲ）　かごの上に人がいる場合又は物がある場合にかごを折りたたむことができ

ない装置
⑵　かごが着脱式のものにあっては、かごとレールが確実に取りつけられていなけれ

ばかごを昇降させることができない装置
⑶　住戸内のみを昇降するもの以外のものにあっては、積載荷重を著しく超えた場合

において警報を発し、かつ、かごを昇降させることができない装置又は鍵を用い
なければ、かごの昇降ができない装置

10　階段及び傾斜路に沿って１人の者がいすに座った状態で昇降するエレベーターで、定格速
度が９メートル以下のもの　令第１２９条の６第５号及び第１２９条の７第５号の規定による
ほか、次に定める構造とすること。
イ　昇降はボタン等の操作によって行い、ボタン等を操作し続けている間だけ昇降する構

造とすること。
ロ　人又は物がかごと階段又は床との間に強く挟まれた場合にかごの昇降を停止する装置

を設けること。
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メートル以上の立ち上がりを設け、かつ、高さ１メートル以上の丈夫な手す
りを設けた部分にあっては、この限りでない。

⑵　出入口には、戸又は可動式の手すりを設けること。
⑶　用途、積載量（キログラムで表した重量とする。）及び最大定員（積載荷重を平

成１２年建設省告示第１４１５号第５号に定める数値とし、重力加速度を９.８メート
ル毎秒毎秒とし、１人当たりの体重を６５キログラム、車いすの重さを１１０キログ
ラムとして計算した定員をいう。）並びに１人乗りのエレベーターにあっては車
いすに座ったまま使用する１人乗りのものであることを明示した標識をかご内の
見やすい場所に掲示すること。

ロ　昇降路は、次に定める構造とすること。
⑴　高さ１.８メートル以上の丈夫な壁又は囲い及び出入口の戸又は可動式の手すりを

設けること。ただし、かごの底と当該壁若しくは囲い又は床との間に人又は物が
挟まれるおそれがある場合において、かごの下にスカートガードその他これに類
するものを設けるか、又は強く挟まれた場合にかごの昇降を停止する装置を設け
た場合にあっては、この限りでない。

⑵　出入口の床先とかごの床先との水平距離は、４センチメートル以下とすること。
⑶　釣合おもりを設ける場合にあっては、人又は物が釣合おもりに触れないよう壁又

は囲いを設けること。
⑷　かご内の人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突しないものとすること。

ハ　制御器は、昇降行程が１.０メートルを超えるものにあっては、かご及び昇降路のすべ
ての戸又は可動式の手すりが閉じていなければかごを昇降させることができないもの
とすること。

ニ　次に掲げる安全装置を設けること。
⑴　かごが折りたたみ式のもので動力を使用してかごを開閉するものにあっては、次

に掲げる装置
（ⅰ）　 鍵を用いなければかごの開閉ができない装置
（ⅱ）　開閉中のかごに人又は物が挟まれた場合にかごの開閉を制止する装置
（ⅲ）　かごの上に人がいる場合又は物がある場合にかごを折りたたむことができ

ない装置
⑵　かごが着脱式のものにあっては、かごとレールが確実に取りつけられていなけれ

ばかごを昇降させることができない装置
⑶　住戸内のみを昇降するもの以外のものにあっては、積載荷重を著しく超えた場合

において警報を発し、かつ、かごを昇降させることができない装置又は鍵を用い
なければ、かごの昇降ができない装置

10　階段及び傾斜路に沿って１人の者がいすに座った状態で昇降するエレベーターで、定格速
度が９メートル以下のもの　令第１２９条の６第５号及び第１２９条の７第５号の規定による
ほか、次に定める構造とすること。
イ　昇降はボタン等の操作によって行い、ボタン等を操作し続けている間だけ昇降する構

造とすること。
ロ　人又は物がかごと階段又は床との間に強く挟まれた場合にかごの昇降を停止する装置

を設けること。

施設整備マニュアル資料編.indd   346 17/11/06   18:00

347

ハ　転落を防止するためのベルトを、背もたれ、ひじ置き、座席及び足を載せる台を有す
るいすに設けること。

（第２略）

　　附　則
この告示は、平成１２年６月１日から施行する。
　　附　則　（平成２１年８月４日国土交通省告示第８５９号）　抄

１　この告示は、平成２１年９月２８日から施行する。
　　附　則　（平成２２年１２月２２日国土交通省告示第１５２４号）
この告示は、公布の日から施行する。
　　附　則　（平成２４年６月７日国土交通省告示第６７８号）
この告示は、平成２４年８月１日から施行する。
　　附　則　（平成２５年１０月２９日国土交通省告示第１０５３号）　　
この告示は、平成２６年４月１日から施行する。
　　附　則　（平成２７年１２月２８日国土交通省告示第１２７４号）　抄
（施行期日）
１　この告示は、公布の日から施行する。
　　附　則　（平成２８年４月２５日国土交通省告示第７０７号）
この告示は、平成２８年６月１日から施行する。
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通常の使用状態において人又は物が挟まれ、
又は障害物に衝突することがないようにしたエスカレーターの
構造及びエスカレーターの勾配に応じた踏段の定格速度を定める件

平成12年5月31日
建設省告示第1417号

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２９条の１２第１項第１号及び第５号の規
定に基づき、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することが
ないようにしたエスカレーターの構造及びエスカレーターの勾配に応じた踏段の定格速
度を次のように定める。

第１　建築基準法施行令（以下「令」という。）第１２９条の１２第１項第１号に規定する人又は物が挟まれ、
又は障害物に衝突することがないようにしたエスカレーターの構造は、次のとおりとする。た
だし、車いすに座ったまま車いす使用者を昇降させる場合に２枚以上の踏段を同一の面に保ち
ながら昇降を行うエスカレーターで、当該運転時において、踏段の定格速度を３０メートル以下
とし、かつ、２枚以上の踏段を同一の面とした部分の先端に車止めを設けたものにあっては、
第１号及び第２号の規定は適用しない。
１　踏段側部とスカートガードのすき間は、５ミリメートル以下とすること。
２　踏段と踏段のすき間は、５ミリメートル以下とすること。
３　エスカレーターの手すりの上端部の外側とこれに近接して交差する建築物の天井、はりそ

の他これに類する部分又は他のエスカレーターの下面（以下「交差部」という。）の水平
距離が５０センチメートル以下の部分にあっては、保護板を次のように設けること。
イ　交差部の下面に設けること。
ロ　端は厚さ６ミリメートル以上の角がないものとし、エスカレーターの手すりの上端部

から鉛直に２０センチメートル以下の高さまで届く長さの構造とすること。
ハ　交差部のエスカレーターに面した段差が生じないこと。

第２　令第１２９条の１２第１項第５号に規定するエスカレーターの勾配に応じた踏段の定格速度は、次
の各号に掲げる勾配の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める速度とする。

１　勾配が８度以下のもの　５０メートル
２　勾配が８度を超え３０度（踏段が水平でないものにあっては１５度）以下のもの　４５メート

ル

　　　　　附　則
この告示は、平成１２年６月１日から施行する。
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通常の使用状態において人又は物が挟まれ、
又は障害物に衝突することがないようにしたエスカレーターの
構造及びエスカレーターの勾配に応じた踏段の定格速度を定める件

平成12年5月31日
建設省告示第1417号

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２９条の１２第１項第１号及び第５号の規
定に基づき、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することが
ないようにしたエスカレーターの構造及びエスカレーターの勾配に応じた踏段の定格速
度を次のように定める。

第１　建築基準法施行令（以下「令」という。）第１２９条の１２第１項第１号に規定する人又は物が挟まれ、
又は障害物に衝突することがないようにしたエスカレーターの構造は、次のとおりとする。た
だし、車いすに座ったまま車いす使用者を昇降させる場合に２枚以上の踏段を同一の面に保ち
ながら昇降を行うエスカレーターで、当該運転時において、踏段の定格速度を３０メートル以下
とし、かつ、２枚以上の踏段を同一の面とした部分の先端に車止めを設けたものにあっては、
第１号及び第２号の規定は適用しない。
１　踏段側部とスカートガードのすき間は、５ミリメートル以下とすること。
２　踏段と踏段のすき間は、５ミリメートル以下とすること。
３　エスカレーターの手すりの上端部の外側とこれに近接して交差する建築物の天井、はりそ

の他これに類する部分又は他のエスカレーターの下面（以下「交差部」という。）の水平
距離が５０センチメートル以下の部分にあっては、保護板を次のように設けること。
イ　交差部の下面に設けること。
ロ　端は厚さ６ミリメートル以上の角がないものとし、エスカレーターの手すりの上端部

から鉛直に２０センチメートル以下の高さまで届く長さの構造とすること。
ハ　交差部のエスカレーターに面した段差が生じないこと。

第２　令第１２９条の１２第１項第５号に規定するエスカレーターの勾配に応じた踏段の定格速度は、次
の各号に掲げる勾配の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める速度とする。

１　勾配が８度以下のもの　５０メートル
２　勾配が８度を超え３０度（踏段が水平でないものにあっては１５度）以下のもの　４５メート

ル

　　　　　附　則
この告示は、平成１２年６月１日から施行する。
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の
規定により特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の
昇降機等を定める件

平成18年12月15日
国土交通省告示第1492号

最終改正　平成21年 8月 4日　国土交通省告示第 859号

　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８年政令第３７９号）第１８条第
２項第６号の規定に基づき、特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機等を次のように
定める。

第１　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（以下「令」という。）第１８条
第２項第６号に規定する国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他
の昇降機は、次に掲げるものとする。
１　車いすに座ったまま使用するエレベーターで、かごの定格速度が１５メートル毎分以下で、

かつ、その床面積が２.２５平方メートル以下のものであって、昇降行程が４メートル以下の
もの又は階段及び傾斜路に沿って昇降するもの

２　車いすに座ったまま車いす使用者を昇降させる場合に２枚以上の踏段を同一の面に保ちな
がら昇降を行うエスカレーターで、当該運転時において、踏段の定格速度を３０メートル毎
分以下とし、かつ、２枚以上の踏段を同一の面とした部分の先端に車止めを設けたもの

第２　令第１８条第２項第６号に規定する車いす使用者が円滑に利用することができるものとして国土
交通大臣が定める構造は、次に掲げるものとする。
１　第１第１号に掲げるエレベーターにあっては、次に掲げるものであること。

イ　平成１２年建設省告示第１４１３号第１第９号に規定するものとすること。
ロ　かごの幅は７０センチメートル以上とし、かつ、奥行きは１２０センチメートル以上とす

ること。
ハ　車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合にあっては、かごの幅及び奥

行きが十分に確保されていること。
２　第１第２号に掲げるエスカレーターにあっては、平成１２年建設省告示第１４１７号第１ただ

し書に規定するものであること。
附　則

１　この告示は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）
の施行の日（平成１８年１２月２０日）から施行する。

２　平成１５年国土交通省告示第１７８号は、廃止する。
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